
■地方分権改革の主な経緯 

年月 内容 

平成５年６月 
  

平成７年５月 地方分権推進法成立 

７月 
地方分権推進委員会発足（～平成 13 年７月） 

※平成８年 12 月 第１次～平成 10 年 11 月 第５次勧告 

平成 11 年７月 地方分権一括法成立 

平成 13 年７月 地方分権改革推進会議発足 

平成 14 年６月

～17 年６月 
骨太の方針 （閣議決定）（毎年） 
⇒三位一体改革(国庫補助負担金改革、税源移譲、交付税改革) 

平成18年 12月 
  

平成 19 年４月 
地方分権改革推進委員会発足（～平成 22 年３月） 
※平成 20 年５月 第１次～平成 21 年 11 月 第４次勧告 

平成 23 年４月 国と地方の協議の場法成立 

４月 
第１次地方分権一括法成立 
（義務付け・枠付けの見直し） 

８月 
第２次地方分権一括法成立 
（義務付け・枠付けの見直し、都道府県から市町村への権限移譲） 

平成 25 年３月 地方分権改革推進本部発足（本部長：内閣総理大臣） 

４月 地方分権改革有識者会議発足 

６月 
第３次地方分権一括法成立 
（義務付け・枠付けの見直し、都道府県から市町村への権限移譲） 

平成 26 年５月 
第４次地方分権一括法成立 
（国から地方、都道府県から指定都市への権限移譲） 

６月 「地方分権改革の総括と展望」取りまとめ 

平成 27 年６月 
第５次地方分権一括法成立 
（義務付け・枠付けの見直し、国から地方、都道府県から指定都市等への事務権限移譲） 

平成 28 年５月 
第６次地方分権一括法成立 
（義務付け・枠付けの見直し、国から地方、都道府県から指定都市等への事務権限移譲） 

平成 29 年４月 
第７次地方分権一括法成立 
（義務付け・枠付けの見直し、都道府県から指定都市等への事務権限移譲） 

平成 30 年６月 
第８次地方分権一括法成立 
（義務付け・枠付けの見直し、国から地方、都道府県から中核市への事務権限移譲） 

令和元年５月 
第９次地方分権一括法成立 
（義務付け・枠付けの見直し、都道府県から中核市への事務権限移譲） 
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第
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【第 1 次地方分権改革のポイント】 

○機関委任事務制度の廃止と事務の

再構成 

○国の関与の新しいルールの創設 

（国の関与の法定化など） 

○権限移譲（国の権限を都道府県に、

都道府県の権限を市町村に移譲） 

○条例による事務処理特例制度の創設 

地方分権の推進に関する決議（衆参両院） 

第
２
次
地
方
分
権
改
革 

平成26年 

４月～ 

提
案
募
集
方
式
の
導
入 

【第２次地方分権改革のポイント】 

○地方に対する規制緩和（義務付け・

枠付けの見直し） 

○国から地方への事務・権限の移譲など 

○都道府県から市町村への事務・権限

の移譲など 

○国と地方の協議の場の法制化 

地方分権改革推進法成立 



■法改正による事務権限の移譲 

＜横浜市に移譲された主な事務権限等（平成 24 年度以降）＞ 

法律 主な事務権限等 施行期日 

第２次地方分権一括法 
（平成 23 年成立） 

区域区分等に係る都市計画の決定 Ｈ24.4.1 

特定非営利活動法人の設立認証等 
※横浜市はＨ22.4 に条例による事務処理の特例により県から移譲済 

Ｈ24.4.1 

第３次地方分権一括法 
（平成 25 年成立） 

市街地再開発事業における事業認可等 Ｈ26.4.1 

第４次地方分権一括法 
（平成 26 年成立） 

県費負担教職員の給与等の負担・定数の決定、学級編制 
基準の決定（税財源も移譲） 

Ｈ29.4.1 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域 
マスタープラン）に関する都市計画の決定 

Ｈ27.6.4 

自家用有償旅客運送の登録・監査等 
（国から希望する市町村へ移譲） 

Ｈ27.4.1 
(横浜市は 
H28.1.4に移譲) 

第５次地方分権一括法 
（平成 27 年成立） 

農地転用許可に関する事務権限 
（農林水産大臣が指定した市町村への移譲） 

Ｈ28.4.1 
(横浜市は 
H28.11.1 から 
運用開始) 

火薬類の製造許可等 Ｈ29.4.1 

高圧ガスの製造許可等 Ｈ30.4.1 

難病の患者に対する 
医療等に関する法律 
（平成 26 年成立） 

都道府県が行うとされている事務を、大都市特例により 
指定都市が処理（特定医療費の支給に要する費用の支弁等） 

Ｈ30.4.1 

第６次地方分権一括法 
（平成 28 年成立） 

地方版ハローワークの創設 
国と地方自治体による雇用対策の一体的実施 

Ｈ28.8.20 

第７次地方分権一括法 
（平成 29 年成立） 

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等 
 ※横浜市はＨ27.4 に条例による事務処理の特例により県から移譲済 

Ｈ30.4.1 

災害救助法の一部を 
改正する法律 
（平成 30 年成立） 

大規模災害時の応急救助の実施 
（内閣総理大臣が指定する救助実施市への移譲） 

H31.4.1 
(横浜市は

H31.4.1 
救助実施市に 

指定) 
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■条例による事務処理の特例を活用した事務権限の移譲 

＜神奈川県から横浜市に移譲された主な事務権限等＞ 
 
＜福祉＞ 

   ・在宅重度障害者等手当支給に係る書類の調査等 

＜医療衛生＞ 

  ・医療法人の設立認可等 

  ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録業者に対する報告徴収等 

＜環境＞ 

  ・鳥獣の捕獲許可等 

    ・温泉の湧出量等の報告徴収等 

＜産業経済＞ 

  ・事業協同組合等の設立認可等 

  ・ふぐ営業の認証等 

＜社会資本＞ 

  ・一般国道に係る国土交通省所管国有財産の立入・境界確定等 

  ・一級及び二級河川（河川工事等について協議したものに限る）に係る国土交通省所管不動産 

   の登記嘱託 

＜市民生活＞ 

  ・有害図書類の陳列方法等に係る立入調査等  

  ・一般旅券（パスポート）の発給申請の受理等 

計 96 事務（平成 31 年４月１日現在） 

※一般旅券の発給申請の受理等（旅券法）の事務を含む  

 （横浜市への移譲時期は令和元年 10月 31 日） 



８市連携市長会議資料（平成 30 年 7 月 9 日）       参考資料５－１ 

平成３０年７月９日 

 

今後の８市連携による取組について 

 

１．８市連携の基本的な取組方針                       

 

2040 年頃における課題（少子高齢社会、公共施設老朽化、東京都区部への一極集中等）

を見据え、基礎自治体ならではの視点から、水平・対等の関係で、圏域全体の「行政サ

ービスの維持・向上」「地域コミュニティの活性化」「持続可能な成長・発展」を目指す

ため、８市が連携して短期、中長期の両面から取り組みます。 

 

【短期的な取組】 

各市が現在取り組んでいる多様な主体との連携等に関する施策（好事例）について、

取組状況・効果を８市で共有するとともに、可能な市間での連携、更には順次拡大を

検討します。 

 

【中長期的な取組】 

少子高齢社会、公共施設老朽化、東京都区部への一極集中等の中長期的な共通課題

の研究・検討を行い、新たな連携施策につなげます。 

 

２．８市連携の推進体制                           

 

（１）８市連携市長会議 

 〇 基本方針・取組状況確認の場 

   連携の必要性・目的・基本方針や取組状況を確認する場として、適宜、開催し

ます。 

 〇 対外発信の場 

   連携の取組内容や効果、都市部の課題解決モデル等を対外発信する場として、

圏域のみならず日本全体の発展に貢献することを目指します。 

 

（２）８市連携部局長級会議（仮称） 

〇 ８市における先進的な取組・効果の共有等、分野横断的な視点で連携に向けた

協議と情報交換を定期的に行います。 

〇 連携への具体的検討や中長期的な共通課題の研究のため、必要に応じてワーキ

ンググループ（課長級会議）を設置します。 
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８市連携による当面の取組について 

 

                         平成 31 年 1 月 23 日 

                        ８市連携部局長級会議 

 

１ 短期的な取組について 

（１）観光施策の取組について 

観光施策を所管する部署が連携して、国内外からの誘客に向けた広域連携の取組を

検討・実施することとした。 

  （主な取組内容） 

   ・連携可能な観光資源の選定と受け入れ環境の充実 

   ・周遊ルート作りと誘客プロモーション 

 

（２）好事例の情報共有について 

８市連携市長会議の担当者を窓口に、主に自治体間の連携や連携につながる施策

（好事例）について情報共有を開始することとした。 

  （主な共有項目） 

   ・2040 年頃における課題（少子高齢社会、公共施設老朽化、東京都区部への一

極集中等）に関すること 

・文化プログラム等、文化・芸術振興に関すること 

・公民連携に関すること 

・自治体間ベンチマーキング等、行政改革に関すること 

・その他、圏域の「行政サービスの維持・向上」「地域コミュニティの活性化」

「持続可能な成長・発展」を実現に寄与する施策に関すること 

 

 

２ 中長期的な取組について 

  ８市の現状や８市間における広域連携の課題等について基礎調査を行い、今後の展望

等を検討することとした。 

  

  

３ その他 

  ８市連携市長会議及び部局長級会議の座長・事務局は横浜市が担うこととした。 
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